
すよ。できる可能性があるということです。学校教育コーディネーターや日本語

学習支援コーディネーターは、大きな権能を与えられていないかもしれない半面、

職務がそんなに細かく決められていないので、逆に職掌を超えた新しい事業展開

や仕組みをつくれる可能性があるということです。

僕自身はこれから多文化ソーシャルワーカーの養成ということに取り組もうと

しています。もともとソーシャルワーカーというのは、アメリカのシカゴなどで

生まれたものですが、最初からソーシャルワーカーは月給何十万円みたいな話で

はなくて、最初はやむにやまれず、やったわけです。その必要が社会的に認知さ

れて、結果として公的な地位というのが、後からついてきた。そういう意味では、

宮村さんや宮崎さんの活動が社会的に素晴らしくて、50万円払いたい、という

ようなことになってくれば、将来職能として確立していく可能性はあると思いま

す。

この場に社会教育の関係者がいたら、これからの僕の発言はご容赦いただきた

いのですが、社会教育法で定められた社会教育主事という専門職があります。こ

れは学校教育外のあらゆる教育活動について、計画を立ててコーディネートをす

るという、すごく重要な仕事なんです。しかし、残念ながらここ20年ぐらいの

主事の動きを見てみると、社会的なニーズに応じて、新しい事業や仕組みを創出

するといった、ダイナミックな動きがそれほどできていない。むしろ近年は、教

育行政における地位が下がってきているように感じます。皆さんの多くは、社会

教育主事という職業をあまりご存じないかもしれませんが、非常にいろいろなこ

とができるポジションなんです。しかし現実には、なかなかできていない。

言いたいことは、専門職という枠組みが最初にできてしまい、安住すると、そ

この職能というのは衰退していくし、社会にとって必要なものを本当にダイナミ

ックにやれば、時間を経て職能として確立していく可能性がある。そういうこと

を最後に申し上げて、僕の発言を終わりにします。

山西 では今日はこれで終わることにしますが、先ほどお話ししましたように、

今日は、特に第2部ではできるだけいろいろな視点を出していただくことに主眼

を置きました。そして先ほどから出ていました職能もしくはその機能という部分

についてですが、これについては、私たちの中でもかなり協議をする中で、方向

性としては職能としてのコーディネーターを中心にした研究にしていこうと考え

ていることをご理解いただけたらと思います。これからも、まさしく協働型でこ

の研究は進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
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